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当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。

Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報

１．基本的な考え方

コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方は、企業倫理と法令遵守の徹底及び内部統制の強化を推進するとともに、効率性・健全性・透
明性の高い経営の実現により、株主・顧客・従業員・取引先等のステークホルダーに適正な利益を継続的に確保・還元するための企業価値の拡
大に努め、貢献するという経営方針を実現するため、経営上の組織体制を整備するなどの諸施策を実施して、その責任を果たしていくことを基本
方針としております。

当社取締役会では、社内取締役と独立性の高い社外取締役による審議を通して、意思決定の迅速性と透明性を高めています。また、監査役によ
る監査を通し、取締役の業務の適法性、効率性、意思決定プロセスの妥当性などを厳正に監視・検証し、経営に対する監査機能の充実を図って
います。

【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】

当社は、コーポレートガバナンス・コードの基本原則を全て実施しております。

２．資本構成

外国人株式保有比率 10%以上20%未満

【大株主の状況】

氏名又は名称 所有株式数（株） 割合（％）

白岩直人 8,375,000 27.79

株式会社こうどうホールディングス 4,900,000 16.26

日本トラスティ・サービス信託銀行(信託口) 3,916,100 12.99

日本マスタートラスト信託銀行（信託口） 918,500 3.04

ＭＳＣＯ ＣＵＳＴＯＭＥＲ ＳＥＣＵＲＩＴＩＥＳ 582,300 1.93

日本トラスティ・サービス信託銀行(信託口9) 489,600 1.62

ＯＢＥＲＷＥＩＳ ＩＮＴＥＲＮＡＴＩＯＮＡＬ ＯＰＰＯＲＴＵＮＩＴＩＥＳ ＩＮＳＴＩＴＵＴＩＯＮＡＬ ＦＵＮＤ 364,800 1.21

ＯＢＥＲＷＥＩＳ ＩＮＴＥＲＮＡＴＩＯＮＡＬ ＯＰＰＯＲＴＵＮＩＴＩＥＳ ＦＵＮＤ 311,600 1.03

株式会社SBI証券 264,900 0.87

ＢＮＹ ＧＣＭ ＣＬＩＥＮＴ ＡＣＣＯＵＮＴ ＪＰＲＤ ＡＣ ＩＳＧ （ＦＥ－ＡＣ） 249,825 0.82

支配株主（親会社を除く）の有無 ―――

親会社の有無 なし

補足説明

【大株主の状況】は、2018年6月30日時点の株主名簿の状況であります。

３．企業属性

上場取引所及び市場区分 東京 マザーズ

決算期 12 月

業種 証券、商品先物取引業

直前事業年度末における（連結）従業員
数

100人未満



直前事業年度における（連結）売上高 100億円未満

直前事業年度末における連結子会社数 10社以上50社未満

４．支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針

―――

５．その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情

―――



Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況

１．機関構成・組織運営等に係る事項

組織形態 監査役設置会社

【取締役関係】

定款上の取締役の員数 10 名

定款上の取締役の任期 2 年

取締役会の議長 社長

取締役の人数 7 名

社外取締役の選任状況 選任している

社外取締役の人数 3 名

社外取締役のうち独立役員に指定され
ている人数

3 名

会社との関係(1)

氏名 属性
会社との関係(※)

a b c d e f g h i j k

森 嶬 他の会社の出身者

柳井 俊二 他の会社の出身者

前川 晶 他の会社の出身者

※　会社との関係についての選択項目

※　本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」

※　近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」

a 上場会社又はその子会社の業務執行者

b 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役

c 上場会社の兄弟会社の業務執行者

d 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者

e 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者

f 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家

g 上場会社の主要株主（当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者）

h 上場会社の取引先（d、e及びｆのいずれにも該当しないもの）の業務執行者（本人のみ）

i 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者（本人のみ）

j 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者（本人のみ）

k その他

会社との関係(2)

氏名
独立
役員

適合項目に関する補足説明 選任の理由

森 嶬 ○ －

金融機関や会社経営者としての豊富な経験を
背景に、社外取締役として当社の経営に関す
るチェック機能に十分な役割を期待できるもの
と考え、選任致しました。

（独立役員の指定理由）

同氏は当社の主要株主や取引先等の出身者
ではないため、一般株主との間に利益相反が
生じる恐れはなく、独立役員として最適であると
判断しております。



柳井 俊二 ○

早稲田大学特命教授 、国際海洋法裁判

所判事 、プラウドフット・ジャパン株式会社

取締役及び朝日大学法学部・大学院客員
教授をそれぞれ兼任しております。

外務省勤務を初めとする国際的なご活躍の中
で培われた経験や見識に基づき、客観的な立
場から当社の取締役会に貴重なアドバイスを
いただくとともに、適切な監督機能を果たしてい
ただくことを期待するために選任致しました。

（独立役員の指定理由）

同氏は当社の主要株主や取引先等の出身者
ではないため、一般株主との間に利益相反が
生じる恐れはなく、独立役員として最適であると
判断しております。

前川 晶 ○

法律事務所イオタのパートナー、熊谷組
補欠監査役及び東京簡易裁判所調停委
員をそれぞれ兼任しております。

会社経営に直接関与した経験はありません
が、弁護士として法律事務所・金融行政当局で
培ってきた豊富な経験・見識を活かし、法律の
専門家として当社の経営全般に対して提言を
いただくことにより、当社のコーポレートガバナ
ンスの強化に貢献いただけることに加え、コン
プライアンス全般に対する適切な助言をいただ
けると判断し、選任致しました。

（独立役員の指定理由）

同氏は当社の主要株主や取引先等の出身者
ではないため、一般株主との間に利益相反が
生じる恐れはなく、独立役員として最適であると
判断しております。

指名委員会又は報酬委員会に相当する
任意の委員会の有無

なし

【監査役関係】

監査役会の設置の有無 設置している

定款上の監査役の員数 4 名

監査役の人数 3 名

監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況

監査役、会計監査人及び内部監査責任者は緊密に連携するとともに、定期的に情報交換を行い、相互の連携を深め、監査の実効性と効率性の

向上に努めております。

社外監査役の選任状況 選任している

社外監査役の人数 2 名

社外監査役のうち独立役員に指定され
ている人数

0 名

会社との関係(1)

氏名 属性
会社との関係(※)

a b c d e f g h i j k l m

小松澤 仁 他の会社の出身者

山口 久男 税理士 △

※　会社との関係についての選択項目

※　本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」

※　近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」

a 上場会社又はその子会社の業務執行者

b 上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与

c 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役

d 上場会社の親会社の監査役

e 上場会社の兄弟会社の業務執行者

f 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者

g 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者

h 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家

i 上場会社の主要株主（当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者）



j 上場会社の取引先（f、g及びhのいずれにも該当しないもの）の業務執行者（本人のみ）

k 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者（本人のみ）

l 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者（本人のみ）

m その他

会社との関係(2)

氏名
独立
役員

適合項目に関する補足説明 選任の理由

小松澤 仁 　

株式会社日本證券新聞社監査役（非常
勤）及びSBIいきいき少額短期保険株式会
社社外監査役（非常勤）を兼務しておりま
す。

金融機関及び事業会社での管理部門の要職、

会社経営者として豊富な経験と知識を有し、当

社の監査役として経営監視と有効な助言等を

期待し、選任致しました。

山口 久男 　
山口久男税理士事務所の代表及びエー
ムサービス株式会社社外監査役（非常
勤）を兼務しております。

国税局の要職を歴任し、また、税理士として多

くの企業経営全般にわたる指導に従事してお
り、当社の監査役として経営監視と有効な助言

等を期待し、選任致しました。

【独立役員関係】

独立役員の人数 3 名

その他独立役員に関する事項

コーポレートガバナンスの適正の確保と更なる強化に向けて、社外取締役または社外監査役の独立性に関する基準について定めております。

独立性判断基準

当社における社外取締役または社外監査役のうち、以下のいずれの基準にも該当しない当該社外取締役または社外監査役は、独立性を有する
と判断されるものとしております。

１．当社を主要な取引先とする者またはその業務執行者である者

２．当社の主要な取引先である者またはその業務執行者である者

３．当社から役員報酬以外に、一定額を超える金銭その他の財産上の利益を受けている弁護士、公認会計士、税理士またはコンサルタント等（そ
の財産上の利益を受けている者が法人、組合等の団体である場合には、その団体に所属する者。）

４．当社の主要借入先またはその業務執行者である者

５．当社から一定額を超える寄付または助成を受けている者または法人、組合等の団体の理事その他の業務執行者である者

６．当社の業務執行者である者が他の会社の社外役員に就いている、または就いていた場合における当該他の会社の業務執行者である者

７．当社の大株主またはその業務執行者である者

８．過去3年間において上記１から７のいずれかに該当していた者

９．上記１から８までのいずれかに該当する者（なお、重要な地位にある者に限る）の近親者等

10．当社または当社の子会社の取締役、執行役もしくは支配人その他の重要な使用人である者の近親者等

（注）

１．「当社を主要な取引先とする者」とは、その者の直近事業年度における年間連結売上高の１％以上の支払いを当社から受けた者をいう。

２．「当社の主要な取引先である者」とは、当社の直近事業年度における年間連結売上高の１％以上の支払いを当社に行っている者をいう。

３．「業務執行者である者」とは、会社の業務執行取締役、執行役または支配人その他の使用人である者をいう。

４．「主要借入先」とは、直近の事業年度における連結ベースでの借入額が、当該事業年度における当社の連結総資産の２％以上の借入先であ
ることをいう。

５．「一定額」とは、年間1,000万円であることをいう。

６．「大株主」とは、当社における総議決権の10％以上の議決権を保有する者であることをいう。なお、持株比率は自己株式を控除して算定するも
のとし、大株主には当社自身を含まないものとする。

７．「重要な地位にある者」とは、取締役（社外取締役を除く）、執行役員および部長職以上の上級管理職にある使用人である者をいう。

８．「近親者等」とは、配偶者及び二親等内の親族である者をいう。

【インセンティブ関係】

取締役へのインセンティブ付与に関する
施策の実施状況

ストックオプション制度の導入

該当項目に関する補足説明

当社グループの向上に対する意欲や士気を高めることを目的として導入しております。

付与対象者ならびにその付与個数に関しましては、取締役会にて審議、検討の上決議しており、公正な手続きを行っております。

ストックオプションの付与対象者
社内取締役、社外取締役、社内監査役、社外監査役、従業員、子会社の取締役、子会社
の監査役、子会社の従業員



該当項目に関する補足説明

中長期的な当社グループの業績拡大及び企業価値の増大を目指すにあたり、より一層意欲及び士気を向上させ、当社グループの結束力をさらに
高めることを目的として、当社及び当社子会社役職員に対して、新株予約権を発行しております。

有償の新株予約権がすべて行使された場合に増加する当社普通株式の総数は、発行済株式総数の2.9％に相当しますが、本新株予約権はあら
かじめ定める業績目標の達成が行使条件とされており、その目標が達成されることは、当社の企業価値・株主価値の向上に資するものと認識して
おります。

このため、本新株予約権の発行は当社の既存株主の皆様の利益に貢献できるものと認識しており、株式の希薄化への影響は合理的なものであ
ると考えております。

また、上記の有償の新株予約権とは、別に無償の新株予約権を発行しております。当該新株予約権がすべて行使された場合に増加する当社普
通株式の総数は、発行済株式総数の1.8％に相当します。

【取締役報酬関係】

（個別の取締役報酬の）開示状況 個別報酬の開示はしていない

該当項目に関する補足説明

取締役の報酬は、有価証券報告書、事業報告において総額を開示しております。なお、報酬等の総額が1 億円以上の者は存在しておりません。

報酬の額又はその算定方法の決定方針
の有無

なし

報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容

―――

【社外取締役（社外監査役）のサポート体制】

社外取締役及び社外監査役のサポートは管理本部において行っております。

具体的には、当社の事業内容及び事業の進捗状況を適宜説明し、また、必要な資料や情報を速やかに開示し、社外取締役及び社外監査役の業
務をサポートしております。

２．業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項（現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要）

１．取締役会

当社の取締役会は、取締役７名（うち社外取締役３名）で構成され、当社の業務執行を決定し、取締役の職務の執行を監督する権限を有しており
ます。

　取締役会については、原則として毎月１回の定期開催と、必要に応じて随時機動的に臨時開催を行っております。取締役会では、経営に関する
重要事項についての意思決定を行うほか、取締役から業務執行状況の報告を適時受け、取締役の業務執行を監督しております。

２．監査役会・監査役

当社は、会社法及び関連法令に基づき監査役会制度を採用しております。監査役会は、監査役３名（うち社外監査役２名）で構成され、うち１名は
常勤監査役であります。

　監査役は、取締役会等の重要な会議に出席するとともに、取締役等からの事業報告の聴取、重要書類の閲覧、業務及び財産の状況等の調査
をしており、取締役の職務執行を監督しております。

　監査役会は、原則毎月１回の定期開催と、必要に応じて随時機動的に臨時開催し、各々監査役の監査内容について報告する等監査役間での
意見交換・情報共有等を行っております。

また、監査役は会計監査人及び内部監査責任者と緊密に連携するとともに、定期的な情報交換を行い、相互の連携を深め、監査の実効性と効率
性の向上に努めております。

３．内部監査

当社は、会社の資産の保全のため、また、業務の適正な執行状況を確認するため、内部監査制度を設けており、社長直轄の内部監査担当者1名
がその業務を遂行しております。

　内部監査に関する基本事項を内部監査規程に定め、監査役及び会計監査人と内部監査情報の緊密な連携のもと、内部監査計画書に基づき実
施しております。

　内部監査結果は代表取締役社長に報告するほか、被監査部門と意見交換を実施し必要に応じて改善を促しフォローアップを行うことにより、不
正行為の未然防止に努めております。

４．会計監査人

太陽有限責任監査法人と監査契約を締結し、同監査法人の監査を受けております。

３．現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由

当社は、社外取締役を３名を選任し、経営に対するチェック機能を高めております。

また、社外監査役を２ 名選任し、社外取締役と併せてコーポレート・ガバナンス機能を担保しております。

さらに、必要に応じ顧問弁護士に対して意見を求められる体制も構築しております。



また、執行役員制により経営の監督と業務執行を分離しております。

以上より、現状の会社規模等を勘案すれば、現段階においてはガバナンス体制が十分構築できているものと判断しております。



Ⅲ株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況

１．株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況

補足説明

株主総会招集通知の早期発送
第12回定時株主総会招集通知は、2018年3月12日に発送いたしました。

なお、東京証券取引所へは、2018年3月２日に提出いたしました。

集中日を回避した株主総会の設定
より多くの方にご出席いただけるよう集中日を避けることに留意しています。

第12回定時株主総会は、2018年３月28日に開催いたしました。

その他
第12回定時株主総会招集通知は、2018年３月２日に当社のホームページに掲載して、イ
ンターネットによる閲覧を可能としております。

２．ＩＲに関する活動状況

補足説明

代表者
自身に
よる説
明の有

無

ディスクロージャーポリシーの作成・公表
当社ではIR情報の開示方針を策定し、当社ウェブサイトにて公表しています。

https://www.jia-ltd.com/ir/disclaimer/

個人投資家向けに定期的説明会を開催

個人投資家向け会社説明会は、東京のほか、大阪その他の地方を含めまし
て、適宜開催しております。

2018年は、下記の通り開催しております。

2018年２月15日　個人投資家向け会社説明会(SMBC日興証券主催、同社高
槻支店にて)

2018年２月20日　個人投資家向け会社説明会(みずほ証券主催、同社兜町支
店にて)

2018年２月21日 個人投資家向け会社説明会(みずほ証券主催、同社本店営

業部にて)

2018年４月12日 個人投資家向け会社説明会(大和証券主催、同社高松支店

にて)

2018年７月６日　個人投資家向け会社説明会(大和証券主催、同社北九州支
店にて)

2018年８月10日　個人投資家向け会社説明会(日本證券新聞リサーチ主催、
札幌にて)

あり

アナリスト・機関投資家向けに定期的説
明会を開催

2018年は、下記の通り開催しております。

2018年２月13日　機関投資家向け決算説明会(公益社団法人日本証券アナリ
スト協会主催、日経茅場町第1セミナールームにて)

2018年８月７日　機関投資家向け決算説明会(公益社団法人日本証券アナリ
スト協会主催、日経茅場町第1セミナールームにて）

あり

海外投資家向けに定期的説明会を開催
2018年３月６日にマレーシアにて現地機関投資家向け説明会を、

2018年６月11日～13日にシンガポールにて現地機関投資家向け説明会をそ
れぞれ開催いたしました。

あり

IR資料のホームページ掲載

決算情報、決算情報以外の適時開示資料、PR資料、有価証券報告書又は四
半期報告書、コーポレート・ガバナンス報告書、株主総会の招集通知等の情報
を掲載しております。

https://www.jia-ltd.com/ir/

IRに関する部署（担当者）の設置 広報・ＩＲ室が担当しております。

３．ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況

補足説明



社内規程等によりステークホルダーの立
場の尊重について規定

「コンプライアンス・マニュアル」、「「IR情報の開示方針」等にステークホルダーの立場を尊
重する旨を規定してあります。

ステークホルダーに対する情報提供に
係る方針等の策定

当社は、株主、投資家、地域社会をはじめとするすべてのステークホルダーに対して、適時
適切に会社情報を開示することが上場会社としての責務であると考えており、この責任を
果たすことが健全な証券市場を担う一員として必要不可欠であることを十分認識しており
ます。このことを常に認識し、株主や投資家に対して迅速、正確かつ公平な会社情報の開
示を行ってまいります。

当社は、「IR情報の開示方針」を定めて、企業経営情報である財務報告書や企業活動に係
わる情報を適時に開示しており、また、当社ホームページヘも掲載し、積極的に情報提供
を行っております。



Ⅳ内部統制システム等に関する事項

１．内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況

当社は当社の業務並びに当社及び当社子会社から成る企業集団の業務の適正を確保する体制のために、会社法及び会社法施行規則に基づ
き、以下の基本方針を取締役会において決議し体制の整備に努めております。

１．取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

(a）取締役及び使用人は、社会倫理、法令、定款及び各種社内規程等を遵守するとともに、「経営理念」に基づいた適正かつ健全な企業活動を行
う。

(b）取締役会は、「取締役会規程」「職務権限規程」等の職務の執行に関する社内規程を整備し、使用人は定められた社内規程に従い業務を執行
する。

(c）コンプライアンスの状況は、コンプライアンス委員会により取締役及び監査役に対し報告を行う。各部門責任者は、部門固有のコンプライアンス
上の課題を認識し、法令遵守体制の整備及び推進に努める。

(d）代表取締役社長直轄の内部監査室を設置し、各部門の業務執行及びコンプライアンスの状況等について定期的に監査を実施し、その結果を
代表取締役社長及び監査役に報告する。

(e）法令違反その他法令上疑義のある行為等については、社内外からの通報について法務・コンプライアンス部門を窓口として定め、適切に対応
する。

２．取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

(a）取締役の職務の執行に係る記録文書、稟議書、その他の重要な情報については、文書又は電磁的媒体に記録し、法令及び「文書管理規程」、
「稟議規程」等に基づき、適切に保存及び管理する。

(b）取締役及び監査役は、必要に応じてこれらの文書等を閲覧できるものとする。

３．損失の危険の管理に関する規程その他の体制

(a）取締役会は、コンプライアンス、個人情報、自然災害、セキュリティ及びシステムトラブル等の様々なリスクに対処するため、社内規程を整備し、
定期的に見直すものとする。

(b）リスク情報等については各部門責任者より取締役及び監査役に対し報告を行う。個別のリスクに対しては、それぞれの担当部署にて、研修の
実施、マニュアルの作成・配布等を行うものとし、組織横断的リスク状況の監視及び全社的対応は管理本部が行うものとする。

(c）不測の事態が発生した場合には、代表取締役社長指揮下の対策本部を設置し、必要に応じて顧問法律事務所等の外部専門機関とともに迅
速かつ的確な対応を行い、損害の拡大を防止する体制を整える。

(d）内部監査担当者は、各部門のリスク管理状況を監査し、その結果を代表取締役社長に報告するものとし、取締役会において定期的にリスク管
理体制を見直し、問題点の把握と改善に努める。

４．取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

(a）取締役会の意思決定機能、監督機能の強化及び業務執行の効率化を図るため、代表取締役及び各取締役は、代表取締役の指揮・監督の
下、取締役会の決定に従い、規程等に定められた権限及び責任の範囲で、自己の業務を執行する。

(b）取締役会は月に１回定期的に、又は必要に応じて適時開催し、法令に定められた事項のほか、経営理念、経営方針、中期経営計画及び年次
予算を含めた経営目標の策定及び業務執行の監督等を行う。各部門においては、その目標達成に向け具体策を立案・実行する。

(c）各部門においては、「職務権限規程」及び「職務分掌規程」に基づき権限の委譲を行い、責任の明確化を図ることで、迅速性及び効率性を確保
する。

５．当社並びにその子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制

(a）グループ会社の経営については、「関係会社管理規程」に基づき当社に対し事業の進捗状況や業績動向の定期的な報告を行い、重要案件に
ついては事前協議を行う。

(b）グループ会社の管理を担当する部門は、グループ会社の事業と密接に関連する担当本部とし、担当本部は、関係会社が効率的にその経営目
的を達成できるよう管理指導する。また、グループ会社の経営計画、資金・業績・人事等の経営管理は、管理本部がチェックする。必要に応じてグ
ループ会社の取締役又は監査役として当社の取締役、監査役又は使用人が兼任するものとする。取締役は当該会社の業務執行状況を監視・監
督し、監査役は当該会社取締役の職務執行を監査する。

(c）当社の監査役及び内部監査担当者は、グループ会社の監査役や管理部門と連携し、グループ会社の取締役及び使用人の職務執行状況の監
査や指導を行うものとする。

６．監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項並びにその使用人の取締役からの独立性に
関する事項

(a）監査役からの求めがある場合には、速やかに監査役を補助する使用人を置くこととする。

(b）指示を受けた使用人はその指示に関して、取締役、部門長等の指揮命令を受けないものとする。

(c）監査役の指示に従ったことを理由に、人事その他社内処遇上、何らの不利益な取扱をすることは行わないこととする。

７．取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制

(a）監査役は、重要な意思決定のプロセスや業務の執行状況を把握するため、取締役会等の重要な会議に出席し、必要に応じ稟議書等の重要な
文書を閲覧し、取締役及び使用人に説明を求めることができることとする。

(b）取締役及び使用人は、監査役に対して、法定の事項に加え、業務又は業績に重大な影響を与える事項、内部監査の実施状況、内部通報制度
による通報状況及びその内容を報告する体制を整備し、監査役の情報収集・意見交換が適切に行えるよう協力する。

(c）前号の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱を受けないことを確保する。

８．その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

(a）監査役は、内部監査担当者と連携を図り情報交換を行い、必要に応じて内部監査に立ち会うものとする。

(b）監査役は、法律上の判断を必要とする場合は、随時顧問法律事務所等に専門的な立場からの助言を受け、会計監査業務については、会計監
査人に意見を求めるなど必要な連携を図ることとする。

(c）監査役は、外部の専門家に相談する場合、その費用は会社が負担するものとする。

９．財務報告の信頼性を確保するための体制

(a）金融商品取引法その他の関係法令に基づき、有効かつ適切な内部統制の整備及び運用する体制を構築する。



(b）財務報告に係る内部統制が適切に機能することを継続的に評価し、必要に応じて是正措置を行う。

10．反社会的勢力の排除に向けた基本的な考え方及びその体制

(a）反社会的勢力とは一切の関係を持たないこと、不当要求については拒絶することを基本方針とし、これを各種社内規程等に明文化する。また、
取引先がこれらと関わる個人、企業、団体等であることが判明した場合には取引を解消する。

(b）管理本部を反社会的勢力対応部署と位置付け、情報の一元管理・蓄積等を行う。また、役員及び使用人が基本方針を遵守するよう教育体制
を構築するとともに、反社会的勢力による被害を防止するための対応方法等を整備し周知を図る。

(c）反社会的勢力による不当要求が発生した場合には、警察及び顧問法律事務所等の外部専門機関と連携し、有事の際の協力体制を構築す
る。

２．反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況

反社会的勢力とは一切の関係を持たないこと、不当要求については拒絶することを基本方針とし、これを各種社内規程等に明文化してあります。
また、取引先がこれらと関わる個人、企業、団体等であることが判明した場合には取引を解消します。

管理本部を反社会的勢力対応部署と位置付け、情報の一元管理・蓄積等を行います。さらに、役員及び使用人が基本方針を遵守するよう教育体
制を構築するとともに、反社会的勢力による被害を防止するための対応方法等を整備し周知を図っています。

反社会的勢力による不当要求が発生した場合には、警察及び顧問法律事務所等の外部専門機関と連携し、有事の際の協力体制を構築しており
ます。



Ⅴその他

１．買収防衛策の導入の有無

買収防衛策の導入の有無 なし

該当項目に関する補足説明

－

２．その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項

情報開示の社内体制

情報開示については、当社広報・IR室（以下、「情報開示担当部署」という。）が担当部署となり、東京証券取引所との窓口業務のほか、適時開示
規則に沿った情報開示業務を統轄します。

情報開示担当部署は、社内の各部門に適時開示の重要性について周知に努め、社内の各部門は、事業活動に伴う決定事実、発生事実のうち投
資家の投資判断に重要な影響を与えると考えられるものについて、情報開示担当部署に報告・相談を行います。またそれら重要な情報は、内部
報告もしくは所定の決裁承認の過程で、管理本部のその他部署から情報開示担当部署に集約されます。

また、子会社における決定事実、発生事実及び決算情報などの重要事項についても、当社所定の決裁を取得すること、あるいは報告することを義
務付けており、グループ内の会社情報で重要あるいは重要である可能性がある情報は、子会社より当該子会社を主管する部署への内部報告あ
るいは当社所定の決裁承認の過程で、社内の各部門より遺漏・遅滞なく情報開示担当部署へ集約されます。


